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危険品の持ち込みに関する規制を強化すること等に伴い、旅客営業規則を下記の通り改正し、規定

を変更いたします（2025(R07)年 4 月 25 日改正、改正箇所のみ抜粋）。 

当規則等の運送約款については、こちらをご参照ください。 

 

新旧比較表【旅客営業規則】 

現行 改正後 

第 １ 章 総 則 

（契約成立時期及び適用規定） 

第５条 旅客運送の契約は、旅客が所定の旅客運賃を支払い、又は

IC 乗車券により普通乗車券の交付を受けたとき及び IC 乗車券

で自動改札機又は窓口処理機による改札を受けた時に成立しま

す。ただし、その成立について、別段の意思表示があった場合を

除きます。 

２ 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱い

は、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立したときの

規定によります。 

 

第 ４ 章 旅客運賃 

第１節 通 則 

（旅客運賃割引の重複適用の禁止） 

第３３条 旅客は、旅客運賃について２以上の割引条件に該当す

る場合であっても､同一の乗車券について、重複して旅客運賃の

割引を請求することはできません。ただし、特定割引と乗継割引

を併用する場合を除きます。 

 

第 ５ 章 乗車券の効力 

（券面表示事項等が不明となった乗車券） 

第３８条 乗車券は、その券面表示事項が不明となったとき又は

その磁気情報等の効力が失われたときは使用することができま

せん。 

２ 前項の規定により使用できない乗車券（普通乗車券を除く。）

を所持する旅客は、これを発売駅に提出して書換えを請求しな

ければなりません。 

３ 前項の規定により旅客から書換えの請求があった場合は、旅

客に悪意がないと認められ、かつ、旅客の申出その他の方法によ

り不明事項が判別できるときは、当該乗車券と引き換えに再発

行の取扱いをします。 

４ 第１項の規定により使用できない普通乗車券を所持する旅客

は、係員に申し出て払戻しを請求のうえ、買い換えなければなり

ません。 

５ 第３項及び前項に規定する取扱いを行った場合、旅客の過失

によるときは、次の各号に規定する手数料を収受します。 

（1）普通乗車券                      

１００円 

第 １ 章 総 則 

（契約成立時期及び適用規定） 

第５条 旅客運送の契約は、旅客が所定の旅客運賃を支払い、又は

IC 乗車券により普通乗車券の交付を受けたとき及び IC 乗車券

で自動改札機又は窓口端末による改札を受けた時に成立しま

す。ただし、その成立について、別段の意思表示があった場合を

除きます。 

２ 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱い

は、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立したときの

規定によります。 

 

第 ４ 章 旅客運賃 

第１節 通 則 

（旅客運賃割引の重複適用の禁止） 

第３３条 旅客は、旅客運賃について２以上の割引条件に該当す

る場合であっても､同一の乗車券について、重複して旅客運賃の

割引を請求することはできません。 

 

 

第 ５ 章 乗車券の効力 

（券面表示事項等が不明となった乗車券） 

第３８条 乗車券は、その券面表示事項が不明となったとき又は

その磁気情報等の効力が失われたときは使用することができま

せん。 

２ 前項の規定により使用できない乗車券（普通乗車券を除く。）

を所持する旅客は、これを発売駅に提出して書換えを請求しな

ければなりません。 

３ 前項の規定により旅客から書換えの請求があった場合は、旅

客に悪意がないと認められ、かつ、旅客の申出その他の方法によ

り不明事項が判別できるときは、当該乗車券と引き換えに再発

行の取扱いをします。 

４ 第１項の規定により使用できない普通乗車券を所持する旅客

は、係員に申し出て払戻しを請求のうえ、買い換えなければなり

ません。 

５ 第３項及び前項に規定する取扱いを行った場合、旅客の過失

によるときは、次の各号に規定する手数料を収受します。 

（1）普通乗車券                                   

１００円 
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現行 改正後 

（2）定期乗車券                     

会社の IC 乗車券取扱規則又は IC カード乗車券取扱規則に定

める手数料 

（3）団体乗車券、貸切乗車券                             

２００円 

 

第 ７ 章 旅客の特殊取扱い 

第１節 乗車変更 

（定期乗車券の種類又は区間の変更） 

第５２条 旅客は、所持する定期乗車券（以下本条において「原乗

車券」という。） の使用資格に変更があった場合又は乗車区間を

変更する必要が生じた場合は、会社の IC 乗車券取扱規則又は IC

カード乗車券取扱規則に定める手数料を支払い、原乗車券と引

き換えに新たな種類又は区間の定期乗車券の発売を請求するこ

とができます。 

２ 前項に規定する請求に当たっての手続きは、第 21 条又は第 22

条の規定を準用します。 

３ 原乗車券については、未使用日数に日割額を乗じ、端数計算し

た額を払い戻します。 

 

第 ８ 章 旅客運賃の払戻し 

第１節 通 則 

（旅客運賃の払戻し手数料の収受） 

第６６条 旅客運賃の払戻しをする場合は、第６条第１項第１号、

第２号及び第３号に規定する各制限又は停止により、払戻しの

取扱いをする場合並びに電車の運行不能又は遅延のため第 59条

又は第 60 条の規定に基づき払戻しの取扱いをする場合を除い

て、次の各号による手数料を収受します。 

（1）普通乗車券                        

１枚につき １００円 

（2）定期乗車券  

会社の IC 乗車券取扱規則又は IC カード乗車券取扱規則に定

める手数料 

（3）その他の乗車券                      

１枚につき ２００円 

 

 

第 ９ 章 旅客運賃の割引 

第１節 通 則 

（割引の種類） 

第７３条 割引の種類は、次のとおりとします。 

（1）特定割引 

（2）企画割引 

（3）乗継割引 

２ 前項第３号の乗継割引については、当社連絡運輸規則の定め

るところによります。 

 

（2）定期乗車券                                   

５２０円 

 

（3）団体乗車券、貸切乗車券                             

２００円 

 

第 ７ 章 旅客の特殊取扱い 

第１節 乗車変更 

（定期乗車券の種類又は区間の変更） 

第５２条 旅客は、所持する定期乗車券（以下本条において「原乗

車券」という。） の使用資格に変更があった場合又は乗車区間を

変更する必要が生じた場合は、手数料２２０円を支払い、原乗車

券と引き換えに新たな種類又は区間の定期乗車券の発売を請求

することができます。 

 

２ 前項に規定する請求に当たっての手続きは、第 21 条又は第 22

条の規定を準用します。 

３ 原乗車券については、未使用日数に日割額を乗じ、端数計算し

た額を払い戻します。 

 

第 ８ 章 旅客運賃の払戻し 

第１節 通 則 

（旅客運賃の払戻し手数料の収受） 

第６６条 旅客運賃の払戻しをする場合は、第６条第１項第１号、

第２号及び第３号に規定する各制限又は停止により、払戻しの

取扱いをする場合並びに電車の運行不能又は遅延のため第 59条

又は第 60 条の規定に基づき払戻しの取扱いをする場合を除い

て、次の各号による手数料を収受します。 

（1）普通乗車券                        

１枚につき １００円 

（2）定期乗車券                        

１枚につき ２２０円 

 

（3）その他の乗車券                      

１枚につき ２００円 

 

 

第 ９ 章 旅客運賃の割引 

第１節 通 則 

（割引の種類） 

第７３条 割引の種類は、次のとおりとします。 

（1）特定割引 

（2）企画割引 

（3）削 除 

２ 削 除 
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現行 改正後 

 

第 １２ 章  手回り品 

（手回り品の範囲及び保管責任） 

第１０５条 旅客は、自ら携行する物品で、座席又は通路をふさぐ

おそれのないものを、手回り品として車内に持ち込むことがで

きます。ただし、その保管の責任は当該旅客において負わなけれ

ばなりません。 

（危険品等の持込み禁止） 

第１０６条 旅客は、次のいずれかの物品等は､車内に持ち込むこ

とができません｡ 

（1）「別表 14」に掲げる危険品及び火災発生のおそれのあるもの 

（2）他の旅客に対し危害を及ぼすおそれのあるもの及び臭気、不

潔等により迷惑を及ぼすおそれのあるもの 

（3）死体 

（4）動物（身体障害者補助犬法（平成 14 年 5 月法律第 49号）に

定める身体障害者補助犬及び愛がん用小動物等で容器に入れ

られたものを除く。） 

（5）車両を破損するおそれのあるもの 

（6）刃物（他の旅客に対し危害を及ぼすおそれのないよう梱包

されたものを除く。） 

２ 別表 14に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が

漏れ出ることなどがないよう措置してあるものに限ります。 

 

 

 

附 則 

この規則は、２０２４年 ９月 ８日から改正施行します。 

 

第 １２ 章  手回り品 

（手回り品の範囲及び保管責任） 

第１０５条 旅客は、自ら携行する物品で、座席又は通路をふさぐ

おそれのないものを、手回り品として車内に持ち込むことがで

きます。ただし、その保管の責任は当該旅客において負わなけれ

ばなりません。 

（危険品等の持込み禁止） 

第１０６条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかの物品等は､

駅構内及び車内に持ち込むことができません｡ 

（1）「別表 14」に掲げる危険品及び火災発生のおそれのあるもの 

（2）他の旅客に対し危害を及ぼすおそれのあるもの及び臭気、不

潔等により迷惑を及ぼすおそれのあるもの 

（3）死体 

（4）動物（身体障害者補助犬法（平成 14 年 5 月法律第 49号）に

定める身体障害者補助犬及び愛がん用小動物等で容器に入れ

られたものを除く。） 

（5）車両を破損するおそれのあるもの 

（6）刃物（他の旅客に対し危害を及ぼすおそれのないよう梱包

されたものを除く。） 

２ 別表 14に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が

漏れ出ることなどがないよう適切な保管対応が行われたもの

に限って、手回り品として駅構内及び車内に持ち込むことがで

きます。 

 

附 則 

この規則は、２０２５年 ４月２５日から改正施行します。 

 














